
【子ども未来課 子ども政策係】

第３期静岡市子ども・子育て支援事業計画
（R7年度～R11年度）の策定について

資料２
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子ども・子育て支援法

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律
に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。

■ 子ども・子育て支援事業計画について ①

第１期子ども子育て支援事業計画 第２期子ども子育て支援事業計画 第３期子ども子育て支援事業計画

次
期
計
画

継
承

５年間

「静岡市子ども子育て若者プラン」における
「子ども・子育て支援事業計画」の位置づけと
計画期間
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子ども・子育て支援法 第６１条

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定
めるものとする。

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・
保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案し
て定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ごとの当該
教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要
利用定員総数（第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの
必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業所（事業所内保育事
業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除
く。）に係る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就学前子ど
もに係るものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施し
ようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の
地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域
子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び
当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容

第６章 静岡市子ども・子育て支援事業計画

第１節 提供区域の設定

第２節 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策

第３節 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

第４節 幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て支援事業の円滑な利用と質の向上のための取組

■ 子ども・子育て支援事業計画について ②

◎ 教育・保育提供区域の設定
◎ 区域ごとの「教育・保育」の量の見込みの算出と確保方策

◎ 区域ごとの「地域子ども・子育て支援事業」の量の見込みと確保方策

◎ 事業の円滑な利用のための取組や推進体制の確保
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■ 子ども・子育て支援事業計画について ③
現「静岡市子ども・子育て支援事業計画」（概要版）

教育・保育提供区域の設定

量の見込みの算出

確保方策の内容

量の見込みの算出と確保方策の内容

幼
児
期
の
教
育
・
保
育
（
認
定
こ
ど
も
園
・
保
育
所
等
）

地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
（
13
事
業
）



対 応子ども・子育て支援法 第６１条

◎ 教育・保育提供区域における
子どもの数の将来推計

◎ ニーズ調査の実施【R5実施】

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの
保護者の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の
事情を勘案して作成されなければならない。

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の
事情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を
作成するよう努めるものとする。

◎ 静岡市地域福祉基本計画、
静岡市教育振興基本計画、
静岡市健康長寿のまちづくり計画、
静岡市障がい者共生のまちづくり
計画等、関連計画との整合

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉
計画、教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する
基本的な計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による
計画であって子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければ
ならない。

◎ 静岡市健康福祉審議会
児童福祉専門分科会における意見
聴取と計画への反映

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十
二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の
場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければな
らない。

◎ 市民参画手続（パブリックコメン
トの実施）の実施と計画への反映

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、イン
ターネットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の
住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

◎ 県との協議・県への提出
（県こども未来課）

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府
県に協議しなければならない。

10 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これ
を都道府県知事に提出しなければならない。

■ 子ども・子育て支援事業計画について ④



第３期静岡市子ども・子育て支援事業計画 構成案

１ 策定の背景と目的

２ 計画の位置づけ

３ 計画の期間

４ 計画の対象

【 第１章 】

静岡市子ども・子育て支援事業計画について

※ 子ども・子育て
支援事業計画に
関連する現状と
課題を整理

１ 子どもの状況

２ 調査結果等から見た現状

３ 前計画の検証

４ 現状の課題

【 第２章 】

静岡市の子ども・子育てを取り巻く現状と課題

※ Ｒ７年度～11年度
における教育・
保育等の量の見込
みと確保方策の
見直し

１ 提供区域の設定

２ 幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策

３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと
確保方策

４ 幼児期の教育・保育や地域子ども・子育て
支援事業の円滑な利用と質の向上のための取組

【 第３章 】

教育・保育の量の見込みと確保方策

事業の円滑な利用のための取組や推進体制の確保

【 第４章 】

事業の円滑な利用のための取組や推進体制の確保

■ 子ども・子育て支援事業計画について ⑤
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